
令和８年度  

北本市職員採用試験受験案内 

（令和８年１０月１日／令和９年４月１日付採用） 

 

募 集 職 種 採用予定人数 

◇ 一 般 事 務 

（民間経験者含む） 

◇ 一 般 事 務 

（ 社 会 福 祉 士 ） 

◇ 一 般 事 務 

（障がい者採用） 

◇ 土       木 

◇ 建       築 

◇ 保   育   士 

１８名程度 

 

  ２名程度 

 

１名程度 

 

２名程度 

１名程度 

５名程度 

 

◆受 付 期 間  

《電子申請》令和８年４月２１日(火)～５月１１日(月) 
 

                                       

埼 玉 県 北 本 市 

市ホームページ及び 

電子申請はこちらから 



１ 募集職種・採用予定人数・受験資格   

募集職種 
採用予定 

人数 

受 験 資 格 

資格・学歴など 年 齢 

一般事務 
１8 名 

程度 

学校教育法による大学、短期大学又は高等学校

を卒業した人、又は令和９年３月までに卒業見込

みの人 一  般 

大

卒 

平成１０年４月２日以

降に生まれた人 

短

大

卒 

平成１２年４月２日以

降に生まれた人 

一般事務 

(社会福祉士) 

２名 

程度 

次の①と②のいずれも満たす人 

① 学校教育法による大学、短期大学又は高等 

学校を卒業した人、又は令和９年３月までに卒 

業見込みの人 

② 社会福祉士資格を有する人、又は令和９年 

  ３月までに資格取得見込みの人 

高

卒 

平成１４年４月２日以

降に生まれた人 

民間経験者 

昭和５１年４月２日以降 

に生まれた人で民間企業

等における職務経験を５

年以上有する者 

一般事務 

(障がい者採

用) 

１名 

程度 

次の①と②のいずれも満たす人 

① 学校教育法による大学、短期大学又は高等 

学校を卒業した人、又は令和９年３月までに卒 

業見込みの人 

② 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉 

  手帳の交付を受けている人 

大

卒 

平成１０年４月２日以降に生まれ

た人 

短

大

卒 

平成１２年４月２日以降に生まれ

た人 

高

卒 

平成１４年４月２日以降に生まれ

た人 

土木 
２名 

程度 

学校教育法による大学、短期大学又は高等学校

で土木の専門課程を専攻し卒業した人、又は令

和９年３月までに卒業見込みの人 
昭和５１年４月２日以降に生まれた人 

建築 
１名 

程度 

学校教育法による大学、短期大学又は高等学校

で建築の専門課程を専攻し卒業した人、又は令

和９年３月までに卒業見込みの人 

保育士 
５名 

程度 

次の①と②のいずれも満たす人 

① 学校教育法による大学、短期大学又は高等 

 学校を卒業した人、又は令和９年３月までに卒 

業見込みの人 

②  保育士資格を有する人、又は令和９年３月

までに資格取得見込みの人 

昭和４６年４月２日以降に生まれた人 

※次のいずれかに該当する者は受験できません。 

・日本国籍を有しない者 

・地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する者（以下はその内容です。） 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 北本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられ 

た者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政 

党その他の団体を結成し、又は、これに加入した者 

※民間企業等における職務経験を５年以上有する者について 

・「民間企業等における職務経験」とは会社員、公務員、各種法人・団体職員、自営業者等として、１週間当たりの所定

労働時間が３０時間以上の職務に１年以上の期間継続して就業していた経験や青年海外協力隊等で１年以上継続し

て就業していた経験が該当し、職務経験が複数ある場合には通算することができます。 

・休職、休業等により１カ月以上勤務しなかった期間（産前産後休暇、育児休業等を除く）は職務経験から除きます。 

・最終合格発表後に、職務経験期間等の確認のため、在職証明書等を提出していただきます。なお、在職証明書は在

職していた法人等から証明を受けたものとし、その提出がない場合又は、職務経験が５年未満であることが判明した場

合は採用資格を失います。 

 



※保育士の採用について 

・保育士として採用された場合、保育所での勤務以外に保育行政に関わる事務に従事する可能性があります。 

 

２ 試験日時・試験会場・合格発表 

区 分 試 験 日 試 験 会 場 合 格 発 表 

第 1 次試験 

令和８年５月２２日（金）から５月３１

日（日）までの期間内で受験者が希

望の日時を選択 

全国のテストセンター会場

から受験者が希望の会場

を選択 
文書で通知します。 

※合格者は市ホームページ

でも受験番号を公開します。 第 2 次試験 令和８年６月中旬～下旬（予定） 
北本市役所 

第 3 次試験 令和８年７月上旬（予定） 

 

３ 試験方法及び内容 

（１） 第１次試験 

試験種目 

※全職種共通 

試験

時間 
試験方式 試 験 内 容 

基礎能力試験 

(ＳＣＯＡ-Ａ) 
６０分 

テストセンター方式 

（外部会場にて受験） 

基礎的な知的能力・学力について試験を行います。 

出題分野：言語、数理、論理、常識、英語 

事務能力試験 

(ＳＣＯＡ-Ｃ) 
５０分 

職務遂行上必要な事務処理能力を測定する試験を行い

ます。 

パーソナリティ検査 

(ＳＣＯＡ-Ｂ) 
２０分 

Web 方式 

（自宅にて受験） 
性格特徴や行動傾向を測定する検査を行います。 

第１次試験受験の流れ・注意事項について 

※５月１８日（月）以降に第１次試験の受験案内メールを送信します。５月２０日（水）までにメールが届いていない場合

は、職員課職員担当へご連絡ください（「cbt-s.com」のドメインのメールを受信できるよう、設定をお願いします。）。 

※受験案内メールは、下記の２通に分けて送信しますので、受験もれのないよう御留意ください。なお、いずれかの試験 

の受験が確認できない場合は、不合格とします。 

１ 基礎能力試験（ＳＣＯＡ-Ａ）及び事務能力試験（ＳＣＯＡ-Ｃ） 

２ パーソナリティ検査（ＳＣＯＡ-Ｂ） 

※試験期間内であれば、どちらを先に受験していただいても構いません。 

１．基礎能力試験（ＳＣＯＡ-Ａ）及び事務能力試験（ＳＣＯＡ‐Ｃ）の受験の流れ 

① 申込時に登録したメールアドレス宛に基礎能力試験（ＳＣＯＡ-Ａ）及び事務能力試験（ＳＣＯＡ-Ｃ）の受験案内を送

信します。受験案内には予約専用サイトのＵＲＬやログインＩＤ等が記載されています。 

② 受験者は、予約専用サイトにログインし、受験日時・会場を予約してください。 

※会場や日時によっては満席となり、希望日時の予約ができないことがありますので、早めの予約をお勧めします。 

※予約が取れないことを理由に受験できなかった場合であっても、本市は責任を負いかねますのでご了承ください。 

③ 予約したテストセンター会場にて、基礎能力試験（ＳＣＯＡ-Ａ）及び事務能力試験（ＳＣＯＡ‐Ｃ）を受験してください。 

２．パーソナリティ検査（ＳＣＯＡ-Ｂ）の流れ 

① 申込時に登録したメールアドレス宛にパーソナリティ検査の受験案内を送信します。受験案内には受験用ＵＲＬやロ

グインＩＤ等が記載されています。 

② 受験者は、自宅のパソコン・スマートフォン等でパーソナリティ検査を受験してください。 

障がいを理由とした受験上の配慮について 

原則としてパソコンを使用した試験となりますが、受験の際に配慮を必要とする場合は、障がいの程度によって相談に応

じますので、職員課職員担当までご連絡ください。 

 

（２） 第２次試験（第１次試験合格者のみ） 

試験種目 対象職種 試 験 内 容 

面接試験 全職種 人物についての個別面接による試験を行います。 

 



 

（３） 第３次試験（第２次試験合格者のみ） 

試験種目 対象職種 試 験 内 容 

面接試験 全職種 人物についての個別面接による試験を行います。 

※第３次試験に合格した人については職務遂行に必要な健康状態を審査するため健康診断を受診していただきます。 

 

４ 申込手続書類 ※③・⑤について、様式の変更はできません。 

①受験申込書 北本市ホームページから、必要事項を入力してください。（要顔写真添付） 

②自己 PR シート 

又は職務経歴書 

所定の自己ＰＲシート又は職務経歴書に、記入又は入力して提出してください。 

【自己 PR シート】 

一般事務（一般）、一般事務（障がい者採用）、土木、建築、保育士を受験する人は提

出してください。 

【職務経歴書】 

一般事務（民間経験者）、一般事務（社会福祉士・民間経験者）を受験する人は提出し

てください。 

③作文 所定の作文答案用紙に、記入又は入力して提出してください。 

④障害者手帳の写し 
一般事務（障がい者採用）を受験する人は提出してください。 

⑤採用試験配慮事項等申出書 

⑥資格証明書の写し 社会福祉士、保育士を受験する人は提出してください。 

※提出書類に不備があるもの、受付期間を過ぎたものについては受理できません。 
※受験資格を確認するため、別途、書類提出を求めることがあります。 

 

５ 合格から採用まで 

⑴ 採用は、原則として令和８年１０月１日付又は令和９年４月１日付となります。 

   ※申込時に受験者が入庁時期を選択してください。ただし、令和９年３月までに学校を卒業する見込みの人や、 

令和９年３月までに資格取得見込みの人は、令和９年４月１日付採用となります。 

   ※欠員等の状況により、令和８年１０月１日より前に採用する場合があります（欠員等の状況により、受験者と相談

の上決定します）。 

⑵ 次の事項に該当する場合は、採用されません。 

・提出書類に虚偽の記載があった場合 

・資格取得見込みの者が、資格を取得できなかった場合       

・その他、任命権者が不適当と認めた場合 

⑶ 地方公務員法の規定により、職員の採用は全て条件付採用となり、６か月間良好な成績で勤務した時に正式採 

用となります。 

 

６ 勤務条件等 ※ 職歴に応じて給料月額は変わります。 ※ 昇給は原則として年１回です。 

勤務時間 
原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです。配属される部

署によっては、土・日曜日の勤務もあります（必要に応じて残業あり。）。 

休  暇 
北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に基づき、年次有給休暇、特別休暇（結

婚、忌引、産前産後等）があります。 

給  与 

区分 初任給（地域手当含む） その他手当 

大学卒 251,856 円 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、

特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給条件に

応じて支給されます。 

短大卒 239,136 円 

高校卒 225,886 円 

 

   

【職員採用試験についてのお問合せ 】 

北本市役所 総務部 職員課 職員担当 

〒364-8633 北本市本町１－１１１ 電話 048-591-1111（内線 225４） 

 


